
告 書
(令和 2年 4月 1日 令和 3年 3月 31日 )

公益財団法人 だい しん緑化文化振興財団

I.法人の概況

1.設立年月 日 平成元年 10月 2日

平成 23年 4月 1日 から公益財団法人へ移行。

平成 30年 4月 1日 、公益財団法人大垣西濃信用金庫奨学会と合併。

2.定款に定める目的

この法人は、公共施設の緑化推進及び生活環境の緑化向上についての啓蒙活動を行い、もつて健全

で文化的な生活環境の創造に寄与すること、並びに、社会教育に関し助成を行い、併せて芸術文化

の振興発展に寄与することを目的とする。

3.定款に定める事業内容

(1)公共施設の緑化推進に対する助成

(2)生活環境の緑化向上についての啓蒙活動

(3)小 。中学生を対象とした 「絵画展・書道展」等の芸術活動への助成

(4)地方公共団体等を通じた図書の寄贈

(5)そ の他目的を達成するために必要な事業

4.所轄官庁に関する事項

岐阜県 林政部 恵みの森づくり推進課

Ⅱ.事業の状況

1.事業の実施状況

(1)公共施設の緑化推進に対する助成

。令和 3年 3月 24日  北方町 「北方町高屋西部公園整備事業」へ 「サルスベ リ6本、ハナミズ

キ8本、植栽資材等一式」を寄贈。

(2)生活環境の緑化向上についての啓蒙活動

・令和 2年 11月 13日  本巣市立外山小学校、席田小学校、弾正小学校、真桑小学校へ花苗 3

株入 リプランター 54個を寄贈。

(3)小 。中学生を対象とした 「絵画展 。書道展」等の芸術活動への助成

①令和 2年 8月  6日  六酔会 「第 76回六酔会展」へ 10万円助成。

②令和 3年 2月 22日 岐阜書道振興会 「第49回長良天神書初め書道展」へ 10万円助成。



(4)地方公共団体等を通じた図書の寄贈

①令和3年 3月  8日  海津市、安人町へ書籍購入として各 10万円助成。

②令和3年 3月  9日  養老町へ書籍購入として10万円助成。

③令和3年 3月 10日  輪之内町、池田町^ヽ書籍購入として各 10万円助成。

④令和3年 3月 10日   大垣市へ図書 10冊を寄贈。

⑤令和3年 3月 12日  揖斐川町へ書籍購入として10万円助成。

⑥令和3年 3月 12日   大野町へ図書46冊を寄贈。

⑦令和3年 3月 15日  瑞穂市、神戸町、北方町へ書籍購入として各 10万円助成。

③令和3年 3月 19日  本巣市へ図書44冊を寄贈。

⑨令和3年 3月 19日  垂井町へ書籍購入として10万円助成。

2.理事会等に関する事項

(1)理事会

(みなし決議)

1.理事会の決議があったものとみなされた提案事項

第 1号議案  職務執行状況報告の件

第 2号議案  令和元年度事業報告と決算承認の件

第 3号議案  理事 。監事改選選任候補者の承認の件

第 4号議案  芸術活動事業助成金交付の承認の件

第 5号議案  評議員会招集の件

2.提案した理事

理事長 西脇 史雄

3.理事会の決議があったものとみなされた日

令和 2年 6月 8日

(みなし決議 )

1.理事会の決議があったものとみなされた提案事項

第 1号議案  理事長の選任の件

2.提案 した理事

理事 西脇 史雄

3.理事会の決議があつたものとみなされた日

令不日2年 6月 23日

(みな し決議 )

1.理事会の決議があつたものとみなされた提案事項

第 1号議案  令和 2年度事業計画の件

2.提案 した理事

理事長 西脇 史雄

3.理事会の決議があったものとみなされた 日

令和 2年 12月 21日



令和 2年度定時理事会 (令和 3年 1月 29日 )

第 1号議案  職務執行状況報告の件

第 2号議案  寄附の受領の件

第 3号議案  令和 2年度収支予算の変更の件

第 4号議案  令和 3年度事業計画の件

第 5号議案  令和 3年度の事業計画と収支計画の件

第 6号議案  公益目的事業会計余剰金の緑化助成事業特定預金への振替の件

(2)監事監査

(書面監査)

令和 2年度監事会 (令和 2年 6月 5日 )

(3)評議員会

(みなし決議)

1.評議員会の決議があつたものとみなされた提案事項

第 1号議案 令和元年度事業報告と決算承認の件

第 2号議案 理事及び監事の任期満了に伴 う選任の件

2.提案 した理事

理事長 西脇 史雄

3.評議員会の決議があつたものとみなされた日

令和 2年 6月 23日

3.事業報告の附属明細書

令和 2年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第 34条第 3

項に規定する附属明細書に記載するべき「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在 しないので、

これを作成 しない。

以 上


